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審決 

 

不服２０２０－３３９１ 

 

（省略） 

請求人 株式会社平和 

 

（省略） 

代理人弁理士 田中 秀▲てつ▼ 

 

（省略） 

代理人弁理士 森 哲也 

 

 

 特願２０１６－１７８０号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成２９年７

月１３日出願公開、特開２０１７－１２１３６５号〕について、次のとおり審

決する。 

 

結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理由 

第１ 手続の経緯 

 本願は、平成２８年１月７日の出願であって、令和１年５月２０日付けで拒

絶の理由が通知され、同年７月２６日に意見書及び手続補正書が提出されたと

ころ、同年１２月１２日付けで拒絶査定（以下「原査定」という。）がなされ、

それに対して、令和２年３月１１日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同

時に手続補正がなされたものである。 

 

第２ 令和２年３月１１日付け手続補正についての補正の却下の決定 

［補正の却下の決定の結論］ 

 令和２年３月１１日付け手続補正書についての補正（以下「本件補正」とい

う。）を却下する。 

 

［理由］ 

１ 本件補正の内容 

（１）本件補正は、特許請求の範囲についてするものであって、令和１年７月

２６日付け手続補正により補正された本件補正前の請求項１に、 

「遊技球が入賞可能な入賞口と、 

 前記入賞口への遊技球の入賞に応じて、遊技者に有利な状態へ移行するか否

かの抽選を行う抽選手段と、 

 前記抽選手段による抽選の結果を報知するための演出における既定の動作を

行う複数の演出装置と、 



 2 / 20 

 

 前記複数の演出装置の演出動作を制御する演出装置制御手段と、 

 所定のエラーを報知するエラー報知手段と、 

 を備え、 

 前記所定のエラーには、２つ以上の前記演出装置を用いて報知される第一エ

ラーと、１つの前記演出装置を用いて報知される第二エラーとがあり、 

 前記演出装置制御手段は、前記エラー報知手段によって前記第一エラーが報

知されることに基づいて、前記複数の演出装置のうち前記第一エラーの報知に

用いられていない少なくとも１つの演出装置の所定の動作を抑制すること 

 を特徴とする遊技機。」とあったものを、 

 

「遊技球が入賞可能な入賞口と、 

 前記入賞口への遊技球の入賞に応じて、遊技者に有利な状態へ移行するか否

かの抽選を行う抽選手段と、 

 前記抽選手段による抽選の結果を報知するための演出における既定の動作を

行う複数の演出装置と、 

 前記複数の演出装置の演出動作を制御する演出装置制御手段と、 

 所定のエラーを報知するエラー報知手段と、 

 を備え、 

 前記所定のエラーには、２つ以上の前記演出装置を用いて報知される第一エ

ラーと、１つの前記演出装置を用いて報知される第二エラーとがあり、 

 前記演出装置制御手段は、前記エラー報知手段によって前記第一エラーが報

知されることに基づいて、前記複数の演出装置のうち前記第一エラーの報知に

用いられていない少なくとも１つの演出装置の所定の動作を消費電流が上限値

を超えないように抑制すること 

 を特徴とする遊技機。」とする補正を含むものである（下線は合議体が付し

た。以下同様。）。 

 

（２）本件補正後の請求項１に係る上記（１）の補正は、次の補正事項からな

る。 

 本件補正前の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である「前記

演出装置制御手段は、前記エラー報知手段によって前記第一エラーが報知され

ることに基づいて、前記複数の演出装置のうち前記第一エラーの報知に用いら

れていない少なくとも１つの演出装置の所定の動作を抑制すること」との記載

を「前記演出装置制御手段は、前記エラー報知手段によって前記第一エラーが

報知されることに基づいて、前記複数の演出装置のうち前記第一エラーの報知

に用いられていない少なくとも１つの演出装置の所定の動作を消費電流が上限

値を超えないように抑制すること」とする補正。 

 

２ 請求人の主張する補正の根拠 

 請求人は、審判請求書の請求の理由において、以下のように補正の根拠を主

張している。 

「（１）補正の根拠及び本願発明の説明 
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 本書と同時に提出した手続補正書により特許請求の範囲の請求項１を補正し

て「前記演出装置制御手段は、前記エラー報知手段によって前記第一エラーが

報知されることに基づいて、前記複数の演出装置のうち前記第一エラーの報知

に用いられていない少なくとも１つの演出装置の所定の動作を消費電流が上限

値を超えないように抑制する」という内容に変更しました。下線部が補正によ

り変更した箇所です。この補正は、例えば出願当初の明細書段落［０３７０］

［０４７７］等に記載した事項に基づいています。」 

 

３ 新規事項の追加 

（１）上記１（２）の補正に係る本件補正は、「少なくとも１つの演出装置の

所定の動作を抑制すること」に関して、「少なくとも１つの演出装置の所定の

動作を消費電流が上限値を超えないように抑制すること」としたものである。 

 しかしながら、本件補正後の請求項１の「前記演出装置制御手段は、前記エ

ラー報知手段によって前記第一エラーが報知されることに基づいて、前記複数

の演出装置のうち前記第一エラーの報知に用いられていない少なくとも１つの

演出装置の所定の動作を消費電流が上限値を超えないように抑制すること」と

いう記載（以下「記載事項」という。）は、本願の願書に最初に添付した明細

書、特許請求の範囲又は図面（以下「当初明細書等」という。）に記載されて

いない。 

 

（２）当初明細書等の記載 

 請求人が補正の根拠とする、【０３７０】、【０４７７】には、以下の事項

が記載されている。 

 

ア「【０３７０】 

 （エラー報知演出の一例） 次に、エラー報知演出について説明する。エラ

ー報知演出は、演出表示部２００ａ、枠部照明装置２４０および音声出力装置

２０６といった演出装置の動作によって遊技機１００に各種エラーや異常が発

生したことを報知する演出である。エラー報知演出は、主制御基板３００から

副制御基板３３０にエラーコマンドが送信されたことに基づいて、サブＣＰＵ

３３０ａの制御により演出表示部２００ａ、演出照明装置２０４、枠部照明装

置２４０、音声出力装置２０６等の複数の演出装置において実行される。エラ

ー報知演出は、各種エラーや異常の発生に伴い、変動演出中や大当たり演出中

においても実行され得る。詳しくは後述するが、変動演出や大当たり演出にお

ける複数の演出装置の動作に加えて、枠部照明装置２４０の点灯動作等が行わ

れる。このため、変動演出中や大当たり演出中にエラー報知演出が実行される

場合、遊技機１００での消費電流が増大し、電源が供給可能な電流量の上限値

を超過する事態が発生し、これにより、例えば電気的に駆動する部材の可動不

良や電源断が生じるおそれがある。したがって、本実施形態による遊技機１０

０では、消費電流が上限値を超過するのを回避するため、エラー報知演出を実

行する場合に、変動演出や大当たり演出に用いられる複数の演出装置のうち少

なくとも１つの演出装置の動作が抑制される場合がある。遊技機１００は、エ



 4 / 20 

 

ラー報知演出の実行時において複数の演出装置のうち少なくとも１つの演出装

置の動作を抑制することで、消費電流が増大するのを防止し、電気的に駆動す

る部材の可動不良や電源断が生じるおそれを低減することができる。」 

 

イ「【０４７７】 

 このように、本実施形態による遊技機１００では、不正に関するエラーを報

知するためのエラー報知演出が実行される場合に、複数の演出装置のうち演出

操作装置２０８の動作を抑制する。具体的には、演出操作装置２０８における

ボタン振動演出の実行を禁止する。これにより、遊技機１００は、消費電流の

増大を防止して消費電流が上限値を超えることを回避して、電気的に駆動する

部材の可動不良や電源断が生じるおそれを低減しながら適切なエラー報知を行

うことができる。また、遊技機１００では、エラー報知演出中においても、複

数の演出装置のうち動作が抑制された演出装置以外の演出装置（ここでは、演

出表示部２００ａ、演出役物装置２０２、演出照明装置２０４および音声出力

装置２０６）の既定の動作（大当たり演出指定コマンドに基づく動作）を維持

する。不正に関するエラーを報知するためのエラー報知演出中においても、演

出表示部２００ａ、演出役物装置２０２、演出照明装置２０４および音声出力

装置２０６等による大当たり演出の主たる演出は継続するので、遊技機１００

は、ボタン振動演出が実行されないことによって遊技者に与える不安感や違和

感を低減して、遊技者の遊技の継続を妨げないようにするとともに、複数の演

出装置による演出効果を維持しながら適切なエラー報知を行うことができる。」 

 

（３）上記記載事項に対応する記載として、当初明細書等には、【０３７０】

に「本実施形態による遊技機１００では、消費電流が上限値を超過するのを回

避するため、エラー報知演出を実行する場合に、変動演出や大当たり演出に用

いられる複数の演出装置のうち少なくとも１つの演出装置の動作が抑制される

場合がある。遊技機１００は、エラー報知演出の実行時において複数の演出装

置のうち少なくとも１つの演出装置の動作を抑制することで、消費電流が増大

するのを防止し、電気的に駆動する部材の可動不良や電源断が生じるおそれを

低減することができる。」、【０４７７】に「本実施形態による遊技機１００

では、不正に関するエラーを報知するためのエラー報知演出が実行される場合

に、複数の演出装置のうち演出操作装置２０８の動作を抑制する。具体的には、

演出操作装置２０８におけるボタン振動演出の実行を禁止する。これにより、

遊技機１００は、消費電流の増大を防止して消費電流が上限値を超えることを

回避して、電気的に駆動する部材の可動不良や電源断が生じるおそれを低減し

ながら適切なエラー報知を行うことができる。」と記載されている。 

 これらの記載からみて、当初明細書等には、「消費電流が上限値を超えない

ように」抑制するための構成として、演出操作装置２０８におけるボタン振動

演出の実行を禁止することが記載されているといえる。 

 一方、上記記載事項において「消費電流が上限値を超えないように」するこ

とは、その字義どおり、実際の遊技機の消費電流が所定の上限値を必ず超えな

いようにする構成を含むと解釈することが相当であるところ、実際の遊技機の
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消費電流が、所定の上限値を必ず超えないようにするためには、第一エラーが

報知されるときに必要となる遊技機の消費電流の合計値と所定の上限値とを比

較してその大小関係を判定する必要があることは明らかであるから、上記記載

事項は、遊技機の設計段階、もしくは、遊技機の動作中における第一エラーを

報知するタイミングで、遊技機の消費電流の合計値と所定の上限値とを比較し

て、抑制する演出装置や、抑制する演出装置の動作、抑制の態様（禁止、強度

の調整等）等を決定して制御するような構成を含むものであると認められる。 

 しかしながら、このような構成は、当初明細書等の【０３７０】、【０４７

７】に記載されているとも、示唆されているとも認められない。また、当初明

細書等の他の箇所にも、記載ないし示唆されているとは認められない。 

 してみると、「消費電流が上限値を超えないように」を追加する補正は、当

初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係

において、新たな技術的事項を導入しないものでない。 

 したがって、上記１（２）とする補正を含む本件補正は、当初明細書等のす

べての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新た

な技術的事項を導入しないものでないので、当初明細書等に記載した事項の範

囲内でなされたものではない。 

 

（４）本件補正は、以上のとおり、当初明細書等に記載した事項の範囲内でな

されたものではないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たし

ていない。 

 

４ 本件補正の目的 

（１）上記１（２）の補正は、当初明細書等の【０３７０】、【０４７７】等

の記載に基づいて、本件補正前の請求項１において記載されていた「演出装置

制御手段」が「抑制する」「前記第一エラーの報知に用いられていない少なく

とも１つの演出装置の所定の動作」について、「消費電流が上限値を超えない

ように」「抑制する」ものに限定するものである。 

 

（２）本件補正後の請求項１に係る本件補正は、上記（１）のとおり、本件補

正前の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項を限定する補正である。 

 そこで、請求項１に係る本件補正が特許法第１７条の２第５項第２号に掲げ

る特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとして、本件補正後の請求項

１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して

特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第６項において

準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか）について以下検討する。 

 

５ 独立特許要件について 

（１）本願補正発明 

 本願補正発明を再掲すると、次のとおりのものである。なお、記号Ａないし

Ｈは、分説するため合議体が付した。 
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「Ａ 遊技球が入賞可能な入賞口と、 

Ｂ 前記入賞口への遊技球の入賞に応じて、遊技者に有利な状態へ移行するか

否かの抽選を行う抽選手段と、 

Ｃ 前記抽選手段による抽選の結果を報知するための演出における既定の動作

を行う複数の演出装置と、 

Ｄ 前記複数の演出装置の演出動作を制御する演出装置制御手段と、 

Ｅ 所定のエラーを報知するエラー報知手段と、 

 を備え、 

Ｆ 前記所定のエラーには、２つ以上の前記演出装置を用いて報知される第一

エラーと、１つの前記演出装置を用いて報知される第二エラーとがあり、 

Ｇ 前記演出装置制御手段は、前記エラー報知手段によって前記第一エラーが

報知されることに基づいて、前記複数の演出装置のうち前記第一エラーの報知

に用いられていない少なくとも１つの演出装置の所定の動作を消費電流が上限

値を超えないように抑制すること 

Ｈ を特徴とする遊技機。」 

 

（２）引用例 

 原査定の拒絶の理由に引用文献１として引用され、本願出願前に電気通信回

線を通じて公衆に利用可能となった特開２０１５－９７６８１号公報（以下

「引用例」という。）には、次の事項が図とともに記載されている。 

 

ア「【００１２】 

＜全体構成＞ 

 まず、図１を用いて、パチンコ機１００の全体構成について説明する。なお、

同図はパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。」 

 

イ「【００２９】 

 第１特図始動口２３０は、遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。こ

の第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述

する払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として

上皿１２６に排出するとともに、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技

を開始する。なお、第１特図始動口２３０に入球した球は、パチンコ機１００

の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。 

【００３０】 

 第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、第１特

図始動口２３０の真下に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、

左右に開閉自在な羽根部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の

入球が不可能であり、普図変動遊技に当選し、普図表示装置２１０が当たり図

柄を停止表示した場合に羽根部材２３２ａが所定の時間間隔、所定の回数で開

閉する。第２特図始動口２３２への入球を所定の球検出センサが検出した場合、

払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４個）の球を賞球として上皿

１２６に排出するとともに、第２特図表示装置２１４による特図変動遊技を開



 7 / 20 

 

始する。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、パチンコ機１００の裏

側に誘導した後、遊技島側に排出する。」 

 

ウ「【００４１】 

 パチンコ機１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制

御部３００と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマン

ド」と呼ぶ）に応じて主に演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制

御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第２副制御

部５００と、主制御部３００が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払い出

しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発射制御を行う発射制御

部６３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源制御部６６０

と、によって構成している。」 

 

エ「【００５２】 

＜副制御部＞ 

 次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制

御部４００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制

御部４００の全体を制御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０

２には、ＣＰＵ４０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、

各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４１０と、時間や回数等を計測

するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。基本回路４０２のＣＰＵ４

０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロ

ックとして入力して動作し、第１副制御部４００の全体を制御するための制御

プログラム及びデータ、各種演出データ等が記憶されたＲＯＭ４０６が接続さ

れている。 

【００５３】 

 また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行う

ための音源ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ

１３８）の制御を行うための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を

行うための駆動回路４３２と、遮蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置

センサ４３０と、チャンスボタン７００の可動部７０４に設けられた検知片７

０４ｂ４を検出するための検出部７１０と、遮蔽装置センサ４３０や検出部７

１０からの検出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、ＣＰＵ

４０４からの信号に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出

してＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表

示装置２０８に画像を表示するＶＤＰ４３４（ビデオ・ディスプレイ・プロセ

ッサー）と、を接続している。 

【００５４】 

 次に、パチンコ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制

御部５００は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェ

ースを介して受信し、この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体

を制御する基本回路５０２を備えており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０
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４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡＭ５０８と、各種デバイスの入出

力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタ

タイマ５１２を搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、水晶発振器

５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して

動作し、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プログラム及びデー

タ、画像表示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられている。 

【００５５】 

 また、基本回路５０２には、演出可動体２２４の駆動制御を行うための駆動

回路５１６と、演出可動体２２４の現在位置を検出するための演出可動体セン

サ４２４と、演出可動体センサ４２４からの検出信号を基本回路５０２に出力

するセンサ回路５１８と、を接続している。ここにいう演出可動体２２４は、

前面枠扉１０６に設けられた扉側演出可動体と、遊技盤２００に設けられた盤

側演出可動体２２４２を少なくとも含むものをいう。さらに、基本回路５０２

には、チャンスボタン７００の駆動部７０８の駆動制御を行うための駆動回路

５１７と、遊技盤用ランプ５３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路

５３０と、遊技台枠用ランプ５４２の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動

回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０と遊技台枠用ランプ駆動回路５

４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル通信制御回路５２０

と、を接続している。」 

 

オ「【００８９】 

 ＜主制御部タイマ割込処理＞ 

 次に、図７を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タ

イマ割込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れ

を示すフローチャートである。 

・・・ 

【００９９】 

 また、ステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処理では、

第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２、普図始動口２２８および可変

入賞口２３４への入賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０

３における入賞判定パターン情報と一致するか否かの判定結果を用いて判定す

る。第１特図始動口２３０へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応

する保留数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路３１８の、第１特図

始動口２３０に対応した乱数値記憶用レジスタから値を取得し、加工した値

（例えば、取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図１当選乱数値として取得

するとともに特図１乱数値生成用の乱数カウンタから値を取得し、加工した値

（例えば、取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図１乱数値として取得して

対応する乱数値記憶領域に格納する。第２特図始動口２３２へ入賞があった場

合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記憶領域が満タンでない場合、乱

数値生成回路３１８の、第１特図始動口２３０に対応した乱数値カウンタ値記

憶用レジスタから値を取得し、加工した値（例えば、取得した値＋Ｒレジスタ

の値＋１）を特図２当選乱数値として取得するとともに特図２乱数値生成用の
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乱数カウンタから値を取得し、加工した値（例えば、取得した値＋Ｒレジスタ

の値＋１）を特図２乱数値として取得して対応する乱数値記憶領域に格納する。 

・・・ 

【０１１７】 

 ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了

すると、今度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を

行う。ここでも先に、特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処

理）を行い（ステップＳ２２９）、その後で、特図１についての特図関連抽選

処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステップＳ２３１）。これらの特図関連

抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選処理を特図１関連抽選

処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１変動遊技の

開始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため、

特図１変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置２０８による、

特図変動遊技の大当り判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行わ

れ、第２特図始動口２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、第１特

図始動口２３０への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われ

る。」 

 

カ「【０１６９】 

 図１３（ａ）では、前面枠扉１０６が閉じた状態で、装飾図柄表示装置２０

８において装飾図柄の変動表示が行われており、装飾図柄の変動表示中、すな

わち特図の図柄変動表示中に、同図（ｂ）に示すように、扉側演出可動体２２

４１が開くとともに、盤側演出可動体２２４２は装飾図柄表示装置２０８の前

側に落下してくる。この同図（ｂ）に示すように演出可動体２２４が動作中に、

同図（ｃ）に示すように前面枠扉１０６が開かれると、同図（ｄ）に示すよう

に、遊技盤２００に設けられた盤側演出可動体２２４２は引き続き動作を続け

るが、前面枠扉１０６に設けられた扉側演出可動体２２４１は初期位置に戻る。 

・・・ 

【０１７８】 

 図１５は、図１３に示すパチンコ機１００の第２変形例において前面枠扉１

０６が開かれる様子を段階的に示す図である。 

【０１７９】 

 図１５に示すパチンコ機１００の前面枠扉１０６の正面視右上部には、上方

に開く第一の扉側演出可動体２２４１ａが設けられ、前面枠扉１０６の正面視

左下部には、前方に開く第二の扉側演出可動体２２４１ｂが設けられている。

また、遊技盤２００には、これまでと同じ盤側演出可動体２２４２が設けられ

ている。第一の扉側演出可動体２２４１ａの初期（原点）位置は、同図（ａ）

に示す閉鎖した位置（前面枠扉１０６に収納された位置）であり、第二の扉側

演出可動体２２４１ｂの初期（原点）位置も、同図（ａ）に示す閉鎖した位置

（前面枠扉１０６に収納された位置）である。図１５（ｂ）に示すように、前

面枠扉１０６が閉じた状態で、第一の扉側演出可動体２２４１ａが上方に開く

とともに、第二の扉側演出可動体２２４１ｂが前方に開き、盤側演出可動体２
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２４２は装飾図柄表示装置２０８の前側に落下してくる。この同図（ｂ）に示

すように演出可動体２２４が動作中に、同図（ｃ）に示すように前面枠扉１０

６が開かれると、同図（ｄ）に示すように、遊技盤２００に設けられた盤側演

出可動体２２４２は引き続き動作を続けるが、遊技者に接触する可能性が相対

的に高い、前方に開いた第二の扉側演出可動体２２４１ｂは、初期位置に戻る。

一方、遊技者に接触する可能性が相対的に低い、上方に開いた第一の扉側演出

可動体２２４１ａは、動作を停止する。この第一の扉側演出可動体２２４１ａ

は、遊技者が接触可能な位置に設けられた可動体であるが、上方まで回動して

開いてしまえば、遊技者に接触する可能性が、初期位置に戻った場合と同程度

に相対的に低くなる。なお、第一の扉側演出可動体２２４１ａは前方に開いた

水平姿勢を経由して上方まで開き、前方に開いた水平姿勢を経由して初期位置

に戻る。このため、第一の扉側演出可動体２２４１ａであっても、前方に開い

た水平姿勢の際に前面枠扉１０６が開かれた場合には、初期位置に戻るか、あ

るいは反対に上方まで回動する。」 

 

キ「【０６３８】 

 やがて下皿１２８が満タンになり、下皿満タンエラー（以下、第三のエラー

と称する）が発生し、図５５（ｄ）に示す装飾図柄表示装置２０８には、エラ

ー関連報知として球抜きを促す文字表示がなされている。」 

 

ク「【０６６５】 

 ここで、内枠１０４が開放され、扉開放エラー（第一のエラー）が発生する。

なお、前面扉１０５も内枠１０４に対して開放した場合であっても、以下の説

明と同じである。図６０（ｂ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、リーチ状

態になっているが、その表示画面には、り、第一のエラーに関する報知として

の文字表示がなされ、スピーカー１２０からも第一のエラーに関する報知とし

て、エラー発生報知の音声が出力されている。 

【０６６６】 

 図６０（ｃ）に示す装飾図柄表示装置２０８には、大当りに対応した「装飾

７」－「装飾７」－「装飾７」の装飾図柄の組み合わせが停止表示されており、

同図（ｄ）に示すパチンコ機１００では、大当り遊技が開始される。この段階

でも、依然として内枠１０４が開放されたままであり、扉開放エラーは継続し

ている。一方、大当り遊技が開始されたことによって、扉側演出可動体２２４

１による、演出データに従った可動体演出の動作期間になるが、ここでは、先

に発生した第一のエラーが解消されていないことから、扉側演出可動体２２４

１の、演出データに従った動作を、最初から禁止する。すなわち、第１副制御

部４００には、主制御部３００からエラー発生コマンドやエラー解消コマンド、

あるいはエラー発生やエラー解消の内容を含んだコマンドを受信しており、第

１副制御部４００が主制御部３００から大当り開始コマンドを受信しても、エ

ラー発生コマンドを先に受信している状態でエラー解消コマンドを未受信の場

合には、第１副制御部４００は、扉側演出可動体２２４１の、演出データに従

った制御を開始しない。この結果、図６０（ｄ）に示す第一の扉側演出可動体
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２２４１ａも第二の扉側演出可動体２２４１ｂも動作が規制され、両者とも初

期位置に留まっている。」 

 

ケ「【図１３】 

 
」 

 

コ「【図１５】 

 
」 

 

サ「【図６０】 
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」 

 

シ 【０１６９】には「図１３（ａ）では、前面枠扉１０６が閉じた状態で、

装飾図柄表示装置２０８において装飾図柄の変動表示が行われており、装飾図

柄の変動表示中、すなわち特図の図柄変動表示中に、同図（ｂ）に示すように、

扉側演出可動体２２４１が開くとともに、盤側演出可動体２２４２は装飾図柄
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表示装置２０８の前側に落下してくる。この同図（ｂ）に示すように演出可動

体２２４が動作中に、同図（ｃ）に示すように前面枠扉１０６が開かれると、

同図（ｄ）に示すように、遊技盤２００に設けられた盤側演出可動体２２４２

は引き続き動作を続けるが、前面枠扉１０６に設けられた扉側演出可動体２２

４１は初期位置に戻る」と、【０１７８】には「図１５は、図１３に示すパチ

ンコ機１００の第２変形例において前面枠扉１０６が開かれる様子を段階的に

示す図である」と、【０１７９】には「図１５に示すパチンコ機１００の前面

枠扉１０６の正面視右上部には、上方に開く第一の扉側演出可動体２２４１ａ

が設けられ」と、それぞれ、記載されている。図１３（ａ）〜（ｄ）に関する

上記【０１６９】の記載、図１５（ａ）〜（ｄ）の記載からみて、図１５（ａ）

〜（ｄ）に記載されたパチンコ機１００も、「装飾図柄表示装置２０８におい

て装飾図柄の変動表示中」であることは明らかである。 

 よって、引用例には、「第一の扉側演出可動体２２４１ａは、装飾図柄表示

装置２０８において装飾図柄の変動表示中に、上方に開く」ことが示されてい

ると認められる。 

 

ス 【０６６５】には、「図６０（ｂ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、」

「その表示画面には、」「第一のエラーに関する報知としての文字表示がなさ

れ、スピーカー１２０からも第一のエラーに関する報知として、エラー発生報

知の音声が出力されている」と記載され、図６０（ｂ）には、装飾図柄表示装

置２０８の表示画面に「扉開放エラー！」の文字が表示されるとともに、スピ

ーカ１２０から「扉が開いています」という音声が出力されることが示されて

いる。 

 また、【０６６６】には「図６０」「（ｄ）に示すパチンコ機１００では、

大当り遊技が開始される。この段階でも」「扉開放エラーは継続している」と

記載され、図６０（ｄ）には、装飾図柄表示装置２０８の表示画面に、パンダ

の絵と「大当り中 １Ｒ」の文字が表示されるとともに、図６０（ｂ）と同様

に「扉開放エラー！」の文字が表示され、スピーカから「扉が開いています」

という音声が出力されていることが示されている。 

 さらに、図６０（ｂ）〜（ｄ）には、装飾図柄表示装置２０８の表示画面に

「扉開放エラー！」の文字が継続して表示され、スピーカ１２０から「扉が開

いています」という音声が継続して出力されていることが示されている。 

 よって、引用例には、「扉開放エラーが継続している段階で、大当り遊技が

開始されると、装飾図柄表示装置２０８の表示画面に、パンダの絵と「大当り

中 １Ｒ」の文字が表示されるとともに、第一のエラーに関する報知として装

飾図柄表示装置２０８の表示画面に「扉開放エラー！」の文字が継続して表示

され、スピーカ１２０から「扉が開いています」という音声が継続して出力さ

れる」ことが示されていると認められる。 

 

セ 上記アないしスからみて、引用例には、次の発明（以下「引用発明」とい

う。）が記載されている。 
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「球が入球する第１特図始動口２３０及び第２特図始動口２３２と（【００２

９】、【００３０】）、 

 装飾図柄表示装置２０８、スピーカ１２０、第一の扉側演出可動体２２４１

ａを備え（【００５３】、【０１７９】）、 

 第一の扉側演出可動体２２４１ａは、装飾図柄表示装置２０８において装飾

図柄の変動表示中に、上方に開くものであり（認定事項シ）、 

 扉開放エラー（第一のエラー）が発生すると、装飾図柄表示装置２０８の表

示画面に、第一のエラーに関する報知としての文字表示がなされ、スピーカー

１２０からも第一のエラーに関する報知として、エラー発生報知の音声が出力

され（【０６６５】）、 

 下皿満タンエラー（第三のエラー）が発生すると、装飾図柄表示装置２０８

に、エラー関連報知として球抜きを促す文字表示がなされ（【０６３８】）、 

 主制御部３００は、第１特図始動口２３０または第２特図始動口２３２に入

賞があった場合、特図関連抽選処理を行い（【００８９】、【００９９】、

【０１１７】）、 

 主に演出の制御を行う第１副制御部４００は、スピーカ１２０、装飾図柄表

示装置２０８の制御を行い（【００４１】、【００５２】、【００５３】）、 

 第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する

第２副制御部５００は、扉側演出可動体２２４１の駆動制御を行う（【００４

１】、【００５４】、【００５５】） 

 パチンコ機１００であって（【００１２】）、 

 第１副制御部４００は、扉開放エラー（第一のエラー）が発生し、装飾図柄

表示装置２０８の表示画面に、第一のエラーに関する報知としての文字表示が

なされ、スピーカ１２０からも第一のエラーに関する報知として、エラー発生

報知の音声が出力され、扉開放エラーが継続している段階で、大当り遊技が開

始されると、装飾図柄表示装置２０８の表示画面に、パンダの絵と「大当り中 

１Ｒ」の文字が表示されるとともに、第一のエラーに関する報知として装飾図

柄表示装置２０８の表示画面に「扉開放エラー！」の文字が継続して表示され、

スピーカ１２０から「扉が開いています」という音声が継続して出力され、大

当り遊技が開始されたことによって、扉側演出可動体２２４１による、演出デ

ータに従った可動体演出の動作期間になるが、先に発生した第一のエラーが解

消されていないことから、扉側演出可動体２２４１の、演出データに従った動

作を、最初から禁止する（【０６６５】、【０６６６】、認定事項ス） 

 パチンコ機１００（【００１２】）。」 

 

（３）対比 

ア 本願補正発明と引用発明とを対比する。なお、以下の見出し（ａ）ないし

（ｈ）は、本願補正発明のＡないしＨに対応させている。 

 

（ａ）引用発明の「球が入球する第１特図始動口２３０及び第２特図始動口２

３２」は、本願補正発明の「遊技球が入賞可能な入賞口」に相当する。 

 よって、引用発明は、本願補正発明の構成Ａを備える。 



 15 / 20 

 

 

（ｂ）引用発明の「第１特図始動口２３０または第２特図始動口２３２に入賞

があった場合、」「行う」「特図関連抽選」が、「遊技者に有利な状態へ移行

するか否かの抽選」であることは当業者にとって自明であるから、引用発明の

「主制御部３００」は、本願補正発明の「抽選手段」の機能を備える。 

 よって、引用発明は、本願補正発明の構成Ｂを備える。 

 

（ｃ）引用発明の「装飾図柄表示装置２０８に」おける「装飾図柄の変動表示」

は、本願補正発明の「前記抽選手段による抽選の結果を報知するための演出」

に相当するから、引用発明の「装飾図柄の変動表示」を表示する「装飾図柄表

示装置２０８」及び「装飾図柄の変動表示中に、上方に開く」「第一の扉側演

出可動体２２４１ａ」は、本願補正発明の「前記抽選手段による抽選結果を報

知するための演出における規定の動作を行う複数の演出装置」に相当する。 

 また、抽選の結果を報知するための演出において、音声を出力することは自

明であるから、引用発明の「スピーカ」も、本願補正発明の「複数の演出装置」

の一つに相当する。 

 よって、引用発明は、本願補正発明の構成Ｃを備える。 

 

（ｄ）引用発明の「スピーカ１２０、装飾図柄表示装置２０８の制御を行」う

「第１副制御部４００」及び「扉側演出可動体２２４１の駆動制御を行う」

「第２副制御部５００」は、本願補正発明の「前記複数の演出装置の演出動作

を制御する演出装置制御手段」の機能を備える。 

 よって、引用発明は、本願補正発明の構成Ｄを備える。 

 

（ｅ）引用発明は、「扉開放エラー（第一のエラー）が発生すると、装飾図柄

表示装置２０８の表示画面に、第一のエラーに関する報知としての文字表示が

なされ、スピーカ１２０からも第一のエラーに関する報知として、エラー発生

報知の音声が出力され、下皿満タンエラー（第三のエラー）が発生すると、装

飾図柄表示装置２０８に、エラー関連報知として球抜きを促す文字表示がなさ

れ」るのであるから、本願補正発明の「エラー報知手段」に相当する構成を備

えることは明らかである。 

 よって、引用発明は、本願補正発明の構成Ｅを備える。 

 

（ｆ）引用発明の「発生すると、装飾図柄表示装置２０８の表示画面に、第一

のエラーに関する報知としての文字表示がなされ、スピーカ１２０からも第一

のエラーに関する報知として、エラー発生報知の音声が出力され」る「扉開放

エラー（第一のエラー）」は、本願補正発明の「２つ以上の前記演出装置を用

いて報知される第一エラー」に、また、引用発明の「発生すると、装飾図柄表

示装置２０８に、エラー関連報知として球抜きを促す文字表示がなされ」る

「下皿満タンエラー（第三のエラー）」は、本願補正発明の「１つの前記演出

装置を用いて報知される第二エラー」に、それぞれ、相当する。 

 よって、引用発明は、本願補正発明の構成Ｆを備える。 
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（ｇ）上記（ｄ）より、引用発明の「第１副制御部４００」は、本願補正発明

の「演出装置制御手段」の機能を備え、上記（ｆ）より、引用発明の「扉開放

エラー（第一のエラー）」は、本願補正発明の「第一エラー」に相当する。 

 引用発明は、「扉開放エラー（第一のエラー）が発生すると、装飾図柄表示

装置２０８の表示画面に、第一のエラーに関する報知としての文字表示がなさ

れ、スピーカ１２０からも第一のエラーに関する報知として、エラー発生報知

の音声が出力され」るものであり、さらに、「扉開放エラーが継続している段

階で、大当り遊技が開始されると、」「第一のエラーに関する報知として装飾

図柄表示装置２０８の表示画面に「扉開放エラー！」の文字が継続して表示さ

れ、スピーカ１２０から「扉が開いています」という音声が継続して出力され」

るが、「大当り遊技が開始されたことによって、扉側演出可動体２２４１によ

る、演出データに従った可動体演出の動作期間になるが、先に発生した第一の

エラーが解消されていないことから、扉側演出可動体２２４１の、演出データ

に従った動作を、最初から禁止」することから、引用発明の「扉側演出可動体

２２４１」は、本願補正発明の「前記複数の演出装置のうち前記第一エラーの

報知に用いられていない少なくとも１つの演出装置」に相当する。 

 そうすると、引用発明の「扉側演出可動体２２４１の、演出データに従った

動作を、最初から禁止する」ことは、本願補正発明の「少なくとも１つの演出

装置の所定の動作を」「抑制する」ことに相当する。 

 よって、引用発明は、本願補正発明の構成Ｇの「前記演出装置制御手段は、

前記エラー報知手段によって前記第一エラーが報知されることに基づいて、前

記複数の演出装置のうち前記第一エラーの報知に用いられていない少なくとも

１つの演出装置の所定の動作を」「抑制する」点を備える。 

 

（ｈ）引用発明の「パチンコ機１００」は、本願発明の「遊技機」に相当する。 

 よって、引用発明は、本願補正発明の構成Ｈを備える。 

 

イ 上記アからみて、本願補正発明と引用発明とは、 

 

「Ａ 遊技球が入賞可能な入賞口と、 

Ｂ 前記入賞口への遊技球の入賞に応じて、遊技者に有利な状態へ移行するか

否かの抽選を行う抽選手段と、 

Ｃ 前記抽選手段による抽選の結果を報知するための演出における既定の動作

を行う複数の演出装置と、 

Ｄ 前記複数の演出装置の演出動作を制御する演出装置制御手段と、 

Ｅ 所定のエラーを報知するエラー報知手段と、 

 を備え、 

Ｆ 前記所定のエラーには、２つ以上の前記演出装置を用いて報知される第一

エラーと、１つの前記演出装置を用いて報知される第二エラーとがあり、 

Ｇ’前記演出装置制御手段は、前記エラー報知手段によって前記第一エラーが報

知されることに基づいて、前記複数の演出装置のうち前記第一エラーの報知に
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用いられていない少なくとも１つの演出装置の所定の動作を抑制する 

Ｈ 遊技機。」である点で一致し、次の点で一応相違する。 

 

［相違点］（構成Ｇ） 

 前記エラー報知手段によって前記第一エラーが報知されることに基づいて、 

 本願補正発明の前記演出装置制御手段は、前記複数の演出装置のうち前記第

一エラーの報知に用いられていない少なくとも１つの演出装置の所定の動作を

消費電流が上限値を超えないように抑制するのに対し、 

 引用発明の第１副制御部４００は、扉側演出可動体２２４１の、演出データ

に従った動作を、単に、最初から禁止するとしている点。 

 

（４）判断 

 上記相違点について検討する。 

 「消費電流が上限値を超えないように抑制する」ことは、前記第２［理由］

３（３）で指摘したとおり、実際の遊技機の消費電流が所定の上限値を必ず超

えないようにする構成を含むと解釈できるほかに、当初明細書等の【０３７

０】、【０４７７】の記載から、エラー報知演出の実行時において、複数の演

出装置のうち少なくとも１つの演出装置の動作を抑制する（ボタン振動演出の

実行を禁止する）ことで、消費電流の増大を防止して消費電流が上限値を超え

ることを回避して、電気的に駆動する部材の可動不良や電源断が生じるおそれ

を低減する構成を含むと解釈することもできる。 

 この構成は、実際の遊技機の消費電流が所定の上限値を必ず超えないように、

エラー報知されるときに必要となる消費電流の合計値と所定の電流値を比較す

ることなく、単に、複数の演出装置のうち少なくとも１つの演出装置の動作を

抑制することにより、消費電流の増大を防止して消費電流が上限値を超えるこ

とを回避して、電気的に駆動する部材の可動不良や電源断が生じるおそれを低

減する（消費電流が上限値を超えることを確実に回避して、電気的に駆動する

部材の可動不良や電源断が生じることを確実に防ぐわけではない。）ものであ

る。 

 すなわち、「消費電流が上限値を超えないように抑制する」ことは、単に、

複数の演出装置のうち少なくとも１つの演出装置の動作を抑制することを特定

した構成も含むと認められる。 

 すると、引用発明の「扉側演出可動体２２４１の、演出データに従った動作

を、最初から禁止する」ことは、本願補正発明の「演出装置の所定の動作を消

費電流が上限値を超えないように抑制する」ことに相当する。 

 よって、上記相違点は実質的な相違点とはいえず、本願補正発明は、引用発

明である。 

 

（５） 審判請求人の主張について 

ア 審判請求人は、審判請求書において、 

「（２）本願発明と引用発明との対比 

 補正後の本願請求項１に係る発明は「前記演出装置制御手段は、前記エラー
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報知手段によって前記第一エラーが報知されることに基づいて、前記複数の演

出装置のうち前記第一エラーの報知に用いられていない少なくとも１つの演出

装置の所定の動作を消費電流が上限値を超えないように抑制する」という特徴

的構成を有しております。 

 上記特徴的構成を有することにより、補正後の本願請求項１に係る発明は、

「消費電流の増大を防止して消費電流が上限値を超えることを回避して、電気

的に駆動する部材の可動不良や電源断が生じるおそれを低減しながら適切なエ

ラー報知を行うことができる」（同明細書段落［０４７７］）という効果を奏

します。すなわち、補正後の本願請求項１に係る発明は、「電流不足による不

具合の発生を防ぎながらも適切なエラー報知を行う」（同明細書段落［０００

５］）という 

本願の課題を解決することができます。 

・・・ 

 引用文献１における上記構成は、「遊技者が接触可能な位置に可動体が設け

られる場合においては、遊技者の安全等を考慮する必要」がある（段落[０００

６]）との観点によるものです。つまり、引用文献１に記載された発明において

は、遊技者の安全を担保するために演出可動体の動作を規制するのであって、

本願請求項１に係る発明のように「消費電流が上限値を超えないように」規制

するのではありません。このように、引用文献１に記載された発明には電流不

足を回避するという観点はありません。」 

と、概略主張している。 

 

イ 請求人は、「消費電流が上限値を超えないように」が、所定の上限値を必

ず超えないようにするものであることを前提としていると思われるが、前記

（４）で検討したとおり、本願補正発明は、消費電流が上限値を必ず超えない

ようにするものに限定されないから、請求人の主張は、その前提において誤っ

ており、失当であるというほかない。 

 なお、引用発明の「扉側演出可動体２２４１の、演出データに従った動作を、

最初から禁止する」ことにより、「扉開放エラーが継続している」ときに、消

費電流の増大を防止して、電気的に駆動する部材の可動不良や電源断が生じる

おそれを低減できることは明らかであるから、この点からも本願補正発明と相

違するものではない。 

 

（６）独立特許要件のむすび 

 以上のとおりであるから、本願補正発明は、引用発明である。 

 よって、本願補正発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許出

願の際、独立して特許を受けることができないものである。 

 

６ 小括 

 本件補正は、上記３のとおり、特許法第１７条の２第３項の規定に違反する

ものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５

３条第１項の規定により却下すべきものである。 
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 また、本願補正発明は、上記５のとおり、特許出願の際独立して特許を受け

ることができないものであるから、本件補正は、特許法第１７条の２第６項に

おいて準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条

第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべ

きものである。 

 

第３ 本願発明について 

１ 本願発明 

 本件補正は上記第２のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、

令和１年７月２６日付けで補正された特許請求の範囲の請求項１ないし２に記

載された事項によって特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明

（以下「本願発明」という。）は、その請求項１に記載された事項により特定

される、上記第２［理由］１（１）に本件補正前の請求項１として記載したと

おりのものである。 

 

２ 原査定の拒絶の理由 

 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項１に係る発明は、その出願前に日

本国内又は外国において頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能と

なった下記引用文献に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３

号に該当し、特許を受けることができない。 

 

記 

引用文献１．特開２０１５－９７６８１号公報 

 

３ 引用文献 

 引用文献１（引用例）の記載事項は、上記第２［理由］５（２）に記載した

とおりである。 

 

４ 対比・判断 

 本願発明は、上記第２［理由］５で検討した本願補正発明から、形式的な相

違点である「消費電流が上限値を超えないように」に係る限定事項を削除した

ものである。 

 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加し

たものに相当する本願補正発明が、上記第２［理由］５（３）、（４）に記載

したとおり、引用発明であるから、本願発明も、引用発明である。 

 

第４ むすび 

 以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を

受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもな

く、本願は拒絶されるべきものである。 

 

 よって、結論のとおり審決する。 
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  令和３年１月５日 

 

審判長 特許庁審判官 伊藤 昌哉 

特許庁審判官 蔵野 いづみ 

特許庁審判官 鉄 豊郎 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

〔審決分類〕Ｐ１８ ．５６１－Ｚ （Ａ６３Ｆ） 

５７５ 

１１３ 

 

審判長 特許庁審判官 伊藤 昌哉 8808 

特許庁審判官 鉄 豊郎 9024 

特許庁審判官 蔵野 いづみ 8913 

 


